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昭
和
五
十
四
年
六
月
十
四
日
提
出 

質

問

第

四

六

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

に
関
す
る
質
問
主
意
書 

未
成
年
養
子
の
基
本
的
人
権
擁
護
の
た
め
の
戸
籍
及
び
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
記
載
様
式
改
定 

昭
和
五
十
四
年
六
月
十
四
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

灘 

尾 
弘 

吉 

殿 

提 

出 

者 
 

工 

藤 
 

晃 

（
新
自
） 

 

一 

 



 

未
成
年
養
子
の
基
本
的
人
権
問
題
が
、
菊
田
医
師
事
件
の
決
着
と
一
緒
に
社
会
か
ら
ほ
う
む
り
去
ら
れ
る
危
険

を
心
か
ら
憂
え
、
国
際
児
童
年
の
事
業
の
一
環
と
し
て
、
子
の
人
権
を
守
る
た
め
、
こ
こ
に
改
め
て
検
討
を
要
す 

血
縁
の
な
い
親
子
の
福
祉
、
未
成
年
養
子
の
基
本
的
人
権
擁
護
の
立
場
か
ら
、
昭
和
五
十
三
年
二
月
二
十
八
日

第
八
十
四
回
国
会
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
に
お
い
て
、
戸
籍
を
公
開
す
る
も
の
と
非
公
開
に
す
る
も
の
と
に
分

け
て
、
一
般
公
開
す
る
戸
籍
か
ら
は
、
親
子
関
係
を
証
明
す
る
に
は
長
幼
の
序
列
を
記
載
す
る
に
止
め
、
血
縁
欄

を
抹
消
し
、
出
生
の
事
実
を
記
載
し
た
も
の
は
非
公
開
と
し
て
別
に
保
存
し
、
必
要
な
と
き
は
当
事
者
に
の
み
公

開
す
る
よ
う
に
し
て
は
ど
う
か
と
の
意
見
を
述
べ
、
政
府
の
見
解
を
た
だ
し
た
が
、
具
体
的
な
解
答
を
得
る
に
至

つ
て
い
な
い
。 

 
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

未
成
年
養
子
の
基
本
的
人
権
擁
護
の
た
め
の
戸
籍
及
び
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
記
載
様
式
改
定 

三 

 



 

る
も
の
と
考
え
る
。 

一 

現
在
の
戸
籍
は
、
公
的
身
分
証
明
書
で
あ
り
、
血
統
を
た
ど
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
つ
て
い
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
一
般
公
開
さ
れ
る
身
分
証
明
書
に
、
血
縁
の
な
い
親
子
に
と
つ
て
は
、
幾
多
の
悲
劇
を
ま
き
ち
ら
す
精

神
公
害
を
押
し
つ
け
て
ま
で
、
血
縁
の
有
無
を
記
載
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
必
要
性
が
ど
こ
に
存
在
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
、
よ
つ
て
、
戸
籍
を
公
開
、
非
公
開
に
分
け
、
一
般
公
開
す
る
身
分
証
明
書
と
し
て
の
戸
籍
に 

 
 

は
、
親
子
関
係
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
長
幼
の
序
列
を
記
載
す
る
に
止
め
、
血
縁
欄
は
な
く
す
。
こ
の
よ
う

に
記
載
様
式
を
改
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
是
非
を
問
う
。 

二 

戸
籍
か
ら
自
動
的
に
転
写
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
に
、
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
被
扶
養
者
欄
の
続
柄
の
記
載

が
あ
る
。
こ
の
続
柄
の
記
載
は
、
保
険
者
証
の
目
的
か
ら
し
て
全
く
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
続
柄
欄
は

抹
消
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。 

従
つ
て
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

四 

 



 

 

五 

戸
籍
法
の
改
正
が
行
わ
れ
な
い
現
在
に
お
い
て
も
、
未
成
年
養
子
の
基
本
的
人
権
擁
護
の
立
場
か
ら
、
直
ち
に

改
定
で
き
る
こ
と
と
考
え
る
が
、
そ
の
意
思
の
有
無
を
問
う
。 

右
質
問
す
る
。 


